
労働政策審議会人材開発分科会運営規程の改正について（案） 
 
○ 現在、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」

（平成 28 年法律第 89 号）に基づき、厚生労働大臣は、監理事業を行おうと

する者に対して監理団体の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政

策審議会の意見を聴かなければならないとされていることから、労働政策審

議会人材開発分科会の下に監理団体審査部会を設置し、当該部会において審

査を行っている。 
 
○ 令和６年６月に公布された、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能

実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」

（令和６年法律第 60 号。以下「改正法」という。）によって創設された育成

就労制度においても、厚生労働大臣は、監理支援を行う事業を行おうとする

者に対して監理支援機関の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政

策審議会の意見を聴かなければならないとされている。 

 
○ 改正法の施行は令和９年４月１日であるが、改正法附則第５条において、

施行日前においても監理支援機関の許可その他これに必要な手続を行うこと

ができるとされているところ、令和８年４月より、監理支援機関の許可申請

を受け付けることを予定している。 
 
○ このため、令和８年度においては、監理団体だけでなく、監理支援機関の

許可についても、労働政策審議会の意見を聴くことが必要となる。また、令

和９年４月以降は監理支援機関の許可についてのみ、労働政策審議会の意見

を聴くこととなる。 
 
○ 上記を踏まえ、労働政策審議会人材開発分科会運営規程について、別紙１

のとおり、改正を行い、令和８年４月から施行することとしたい。なお、令

和９年４月には別紙２（参考）のとおり改正を行うことを予定している。 
  

資料４ 



○外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（抄） 

 （監理団体の許可） 

第二十三条 監理事業を行おうとする者は、次に掲げる事業の区分に従い、主務大臣の

許可を受けなければならない。 

一 一般監理事業（監理事業のうち次号に掲げるもの以外のものをいう。以下同じ。） 

二 特定監理事業（第一号団体監理型技能実習又は第二号団体監理型技能実習のみを

行わせる団体監理型実習実施者について実習監理を行う事業をいう。以下同じ。） 

２～５ （略） 

６ 厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議

会の意見を聴かなければならない。 

７ （略） 

 

○外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律（抄） 

（監理団体の許可） 

第二十三条 監理支援を行う事業を行おうとする者は、主務大臣の許可を受けなければ

ならない。 

２～５ （略） 

６ 厚生労働大臣は、許可をするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かな

ければならない。 

７ （略） 

 

○出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保

護に関する法律の一部を改正する法律（抄） 

（育成就労法第８条第１項の認定等に関する準備行為） 

附則第５条  

１・２ （略） 

３ 育成就労法第 23 条第１項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同

条第２項から第４項までの規定の例により、その申請をすることができる。 

４ 主務大臣は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、

育成就労法第 23条第５項及び第６項並びに第 24 条から第 26 条までの規定の例によ

り、その許可その他これに必要な手続を行うことができる。この場合において、当該

手続は、施行日以後は、育成就労法第 23条第１項の許可その他これに必要な手続と

みなす。 

５～10 （略） 
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